
～　解体工事の流れ　～　　　　（前橋市内での工事を想定）

※作業の詳細等は「建築物の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策

マニュアル」やその他関連資料を確認すること。

石綿建材なし

レベル１、２建材 レベル３建材

吹付け石綿、断熱材等

（届出対象工事）

石綿含有成形板等

石綿含有仕上塗材

①設計図書等による書面調査、現地調査《必須》※例外規定あり

②（①で判断できない場合）分析調査、石綿ありみなし

※有資格者等による事前調査が義務化

【建築物】令和５年１０月１日～

【特定工作物（環境大臣が定める工作物）】令和８年１月１日～

事前調査

書面説明（元請業者⇒発注者） ※説明書面は解体等工事終了後３年間保存

調査結果報告（元請業者⇒前橋市）※令和４年４月１日～義務化

作業計画の策定

下請負人への説明（元請業者⇒下請負人）

特定粉じん排出等作業実施

届出（１４日前まで）

（発注者⇒前橋市）

事前調査結果の掲示

作業方法の掲示

作業基準の遵守（下請負人を含む）

※A3サイズ以上

作業結果の確認（取り残しの有無の確認等）

※有資格者が実施

作業結果報告（元請業者⇒発注者）

特定粉じん排出等作業の実施

事前調査結果の掲示

※A3サイズ以上

解体等工事の実施


